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住宅市街地の開発整備の方針に関する都市計画変更について 

 

文京区都市計画部住環境課 

令和３年５月 

 

 

１ これまでの経緯 

（１）住宅市街地の開発整備の方針は、良好な住宅市街地の開発整備を図るため

の長期的かつ総合的なマスタープランとして、都市計画区域内の住宅市街地

の開発整備の構想の明確な位置付けを行うものである。また、住宅市街地に

係る土地利用、市街地開発事業及び都市施設等の計画を一体的に行うことに

より、住宅市街地の開発整備に関する個々の事業を効果的に実施すること、

民間の建築活動等を適切に誘導すること等を目的として定めるものである。 

（２）このたび、東京都では、平成 27 年３月に都市計画決定した住宅市街地の

開発整備の方針について、社会経済情勢の変化や、「都市計画区域の整備、

開発及び保全の方針」、「東京都住宅マスタープラン」、「都市再開発の方針」、

「防災街区整備方針」等の内容と整合を図り、必要な見直しを行い、都市計

画変更を行うものである。 

（３）住宅市街地の開発整備の方針に係る都市計画の変更手続を進めるに当たり

令和３年３月３日に東京都住宅政策本部住宅政策担当部長より文京区都市

計画部長あてに、都市計画法第 15条の２の事前の資料作成依頼があった。 

 

 

２ 文京区における住宅市街地の開発整備の方針に関する都市計画変更について 

（１）都市再開発の方針との整合を図るため、区域及び面積等の修正を行う。 

（２）都市づくりのグランドデザインとの整合を図るため、名称の変更を行う。 

 

 

３ 今後のスケジュール（予定） 

  令和 ３ 年 ６ 月頃 都市計画原案の資料提出（法第 15条の２） 

         11 月頃 都から都市計画変更案の意見照会（法第 18条） 

      文京区都市計画審議会を経て回答 

  令和 ４ 年 ５ 月頃 都による都市計画変更決定告示予定 
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